
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

お

知
ら
せ

競
争
入
札
参
加
資
格
申
請
書
を

受
け
付
け
ま
す

農
業
用
機
械
軽
油

引
取
税
免
税
手
続
き

①、②、④～⑪、⑰（④⑤⑥⑦⑰は事前
に準備してください）

（新規）

①～⑰（③～⑦、⑫～⑰は事前に準備し
てください）

H21.2.28まで

⑪～⑰（は事前に準備してください）H22.2.28まで

軽油引取税の免税手続きに必要な書類
免税軽油使用者
証の有効期限

　
合
志
市
が
発
注
す
る
工
事
、
委

託
、
役
務
と
物
品
購
入
等
に
つ
い

て
、
平
成
21
・
22
年
度
分
の
競
争

入
札
参
加
資
格
申
請
書
を
受
け
付

け
ま
す
。

●
受
付
期
間

平
成
21
年
２
月
２
日（
月
）

〜
平
成
21
年
２
月
27
日（
金
）

※
熊
本
県
内
に
主
た
る
営
業
所

を
有
す
る
建
設
業
者
は
、
く

ま
も
と
電
子
申
請
窓
口
「
よ
ろ

ず
申
請
本
舗
」
に
よ
る
申
請
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。
詳
細
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
入
札
契
約

情
報
）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先

企
画
財
政
課
　
財
政
班

（
合
志
庁
舎
）

☎（
２
４
８
）１
６
６
７

　
農
業
用
機
械
に
使
用
す
る
軽
油

の
免
税
に
は
、「
免
税
軽
油
使
用

者
証
」（
２
年
ご
と
に
更
新
）
と

「
免
税
証
」（
１
年
ご
と
に
更
新
）

が
必
要
で
す
。
軽
油
引
取
税
の
免

税
を
希
望
す
る
人
は
必
ず
次
に
よ

り
交
付
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
受
付
日

単
独
で
申
請
す
る
人

↓
平
成
21
年
１
月
13
日（
火
）

〜
14
日（
水
）

共
同
で
申
請
す
る
人

↓
平
成
21
年
１
月
15
日（
木
）

〜
16
日（
金
）

●
受
付
時
間

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

（
正
午
か
ら
午
後
１
時
ま
で
を

除
く
）

●
受
付
場
所

熊
本
県
菊
池
総
合
庁
舎
１
階

第
４
会
議
室

●
必
要
書
類
　

（
免
税
軽
油
使
用
者
証
関
係
）

①
免
税
軽
油
使
用
者
証
交
付
申
請

書
　
②
誓
約
書
　
③
免
税
軽
油
使

用
者
証
　
④
耕
作
証
明
書
（
農
業

委
員
会
発
行
）
　
⑤
免
税
機
械
の

所
有
・
使
用
証
明
（
市
税
務
課
発

行
）
　
⑥
免
税
機
械
の
写
真

（
１
台
に
つ
き
、
前
・
後
・
横
か

ら
合
計
３
枚
撮
影
）
　
⑦
印
鑑

（
法
人
は
登
記
所
に
提
出
済
の
代

表
者
印
、
個
人
は
認
印
で
可
）
　

⑧
手
数
料
（
5
0
0
円
分
の
収
入

証
紙
）
　
⑨
免
税
機
械
の
リ
ー
ス

契
約
書
等
　
⑩
農
作
業
受
委
託
証

明
願（
農
業
委
員
会
発
行
）

※
⑨
、⑩
に
つ
い
て
は
該
当
者
の
み

（
免
税
証
関
係
）

⑪
免
税
証
交
付
申
請
書
　
⑫
免
税

軽
油
の
引
取
り
等
に
係
る
報
告
書

⑬
免
税
証
交
付
申
請
書
付
表
１
　

⑭
免
税
証
交
付
申
請
書
付
表
２
　

⑮
免
税
軽
油
所
要
数
量
計
算
明
細

書
　
⑯
未
使
用
の
免
税
証

（
本
人
確
認
書
類
）　

⑰
申
請
者
本
人
を
確
認
す
る
書
面（
運

転
免
許
証
等
）

●
注
意
事
項

※
新
規
申
請
の
場
合
、
必
ず
本
人

ま
た
は
法
人
代
表
者
が
来
局

す
る
こ
と
。

※
必
要
書
類
に
は
ペ
ン
で
記
入
す
る

こ
と（
鉛
筆
書
き
は
認
め
ま
せ
ん
）

※
免
税
証
交
付
申
請
書
付
表
２

に
は
販
売
店
証
明
印
が
あ
る

こ
と
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

※
新
規
申
請
の
場
合
、「
耕
作
予

定
表
」
を
作
成
し
ま
す
の
で
、

「
作
物
名
」「
作
付
面
積
」

「
機
械
の
名
称
と
馬
力
」
を
把

握
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

※
受
付
日
当
日
都
合
が
悪
い
場

合
は
、
担
当
者
ま
で
連
絡
し

て
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先

菊
池
地
域
振
興
局
税
務
課

☎
０
９
６
８（
２
５
）４
１
２
４
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●
受
給
資
格
者

　
身
体
障
害
者
手
帳
１
種
１
級
ま

た
は
療
育
手
帳
Ａ
１
所
持
者
で
寝

た
き
り
の
人
を
平
成
20
年
１
月
１

日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
に
６
カ
月

以
上
在
宅
で
介
護
し
て
い
る
人
で

次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
人

①
平
成
21
年
１
月
１
日
現
在
合

志
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
記

録
さ
れ
て
い
る
人

②
受
給
資
格
者
お
よ
び
障
が
い

者
の
属
す
る
世
帯
が
平
成
21

年
１
月
１
日
現
在
、
市
町
村
民

税
非
課
税
世
帯
で
過
去
１
年

間
に
障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス

等
を
受
け
な
か
っ
た
人
（
年
間

７
日
以
内
の
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ

の
利
用
を
除
く
）
を
介
護
し
て

い
る
人

③
在
宅
高
齢
者
家
族
介
護
慰
労

金
の
受
給
資
格
者
で
な
い
人

④
生
活
保
護
の
受
給
世
帯
で
な

い
人

●
申
請
に
必
要
な
も
の

支
給
申
請
書
、
印
鑑

●
申
請
期
間

平
成
21
年
１
月
５
日（
月
）

〜
１
月
30
日（
金
）

●
手
当
の
額

　
月
額
１
万
円
、
上
限
12
万
円
を

３
月
に
支
給

●
問
い
合
わ
せ
先

福
祉
課
　
障
が
い
福
祉
班

（
西
合
志
庁
舎
）

☎（
２
４
２
）１
１
４
９

　
次
の
①
②
③
④
に
す
べ
て
該
当

す
る
人
は
家
族
介
護
慰
労
金
を
支

給
し
ま
す
。
申
請
書
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

①
要
介
護
４
ま
た
は
要
介
護
５
と

認
定
さ
れ
て
い
る
高
齢
者
を
、

平
成
20
年
１
月
１
日
か
ら
12
月

31
日
の
間
に
６
カ
月
以
上
在
宅

介
護
し
て
い
る
家
族
。

②
受
給
資
格
者
お
よ
び
在
宅
高

齢
者
が
、
平
成
21
年
１
月
１

日
現
在
合
志
市
に
居
住
し
、

か
つ
住
民
基
本
台
帳
に
記
録

さ
れ
て
い
る
こ
と
。

③
受
給
資
格
者
お
よ
び
在
宅
高

齢
者
の
属
す
る
世
帯
が
平
成

21
年
１
月
１
日
現
在
、
市
町

村
民
税
非
課
税
世
帯
で
、
過

去
１
年
間
介
護
保
険
サ
ー
ビ

ス
（
年
間
７
日
以
内
の
シ
ョ
ー

ト
ス
テ
イ
の
利
用
を
除
く
）を

受
け
な
か
っ
た
人
を
介
護
し

て
い
る
こ
と
。

④
受
給
資
格
者
お
よ
び
在
宅
高

齢
者
の
属
す
る
世
帯
が
生
活

保
護
法
に
よ
る
被
保
護
世
帯

で
な
い
こ
と
。

●
慰
労
金
の
額

月
額
１
万
円
で
、
上
限
12
万
円

を
3
月
に
支
給

●
申
請
に
必
要
な
も
の

支
給
申
請
書
、
印
鑑
、
受
給

資
格
者
本
人
の
口
座

●
申
請
期
間

平
成
21
年
１
月
５
日（
月
）〜

１
月
30
日（
金
）

●
問
い
合
わ
せ
先

高
齢
者
支
援
課

高
齢
者
保
険
班（
西
合
志
庁
舎
）

☎（
２
４
２
）１
１
０
９

　
交
通
事
故
は
、
一
人
ひ
と
り
が

交
通
ル
ー
ル
を
守
り
、
正
し
い
交

通
マ
ナ
ー
を
実
践
す
る
こ
と
で
未

然
に
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
年
末
・
年
始
は
、
交
通
量
の
増

加
で
道
路
が
混
雑
し
ま
す
。
ま

た
、
例
年
、
飲
酒
に
よ
る
交
通
事

故
が
多
発
し
ま
す
。

　
車
の
運
転
や
マ
ナ
ー
、
歩
行
も

十
分
に
注
意
し
、
交
通
事
故
防
止

の
徹
底
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

●
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課
　
交
通
防
災
班

（
合
志
庁
舎
）

☎（
2
4
8
）1
1
1
2

　
12
月
31
日
現
在
で
平
成
20
年
工

業
統
計
調
査
が
行
な
わ
れ
ま
す
。

12
月
か
ら
来
年
1
月
に
か
け
て
調

査
の
た
め
、
製
造
事
業
所
に
調
査

員
が
お
伺
い
し
ま
す
。

　
調
査
票
の
内
容
は
統
計
法
に
基

づ
き
秘
密
が
厳
守
さ
れ
ま
す
。
正

確
な
記
入
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先

企
画
財
政
課
　
政
策
企
画
班

（
合
志
庁
舎
）

☎（
２
４
８
）１
８
１
３

　
菊
池
広
域
連
合
が
平
成
21
・
22

年
度
に
実
施
す
る
工
事
、
委
託
業

務
、
物
品
そ
の
他
役
務
の
提
供
に

係
る
入
札
へ
の
参
加
希
望
者
は
、

参
加
資
格
申
請
書
を
提
出
（
郵
送

可
）し
て
く
だ
さ
い
。

●
受
付
期
間

平
成
21
年
2
月
1
日（
日
）〜

2
月
28
日（
土
）

※
提
出
要
領
は
、
菊
池
広
域
連
合

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

●
提
出
・
問
い
合
わ
せ
先

菊
池
広
域
連
合
　
総
務
課

〒
8
6
1
¦

1
2
9
5

菊
池
市
泗
水
町
福
本
3
8
3

菊
池
市
泗
水
総
合
支
所
3
階

☎
0
9
6
8
（
3
8
）
0
1
7
1

　
給
料
、
報
酬
、
不
動
産
の
使
用

料
等
を
支
払
っ
た
場
合
は
、
支
払

先
の
住
所
、
氏
名
、
支
払
金
額
等

を
記
載
し
た
源
泉
徴
収
票
や
支
払

調
書
等（
総
称
し
て「
法
定
調
書
」

と
い
い
ま
す
。）を
税
務
署
に
提
出

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
平
成
20
年
中
の
支
払
に
係
る
法

定
調
書
の
提
出
は
、
平
成
21
年
2

月
2
日（
月
）ま
で
と
な
っ
て
い
ま

す
。
正
確
に
記
載
し
、
期
限
ま
で

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
菊
池
税
務
署
に
お
尋

ね
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先

菊
池
税
務
署

☎
0
9
6
8（
2
5
）2
1
2
1

在
宅
身
体
障
害
者
等

介
護
者
手
当
の
支
給

在
宅
高
齢
者
家
族

介
護
慰
労
金

年
末
年
始

交
通
事
故
に

注
意
！

工
業
統
計
調
査
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

法
定
調
書
の
提
出
は

2
月
2
日
ま
で

菊
池
広
域
連
合

一
般
競
争
参
加
資
格

申
請
書
を
受
け
付
け
ま
す

（
h
ttp
://w
w
w
.k
ik
u
ch
i-k
r.jp
）
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